
�愛媛県告示第９９９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０００号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サー

ビス事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００１号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第２９条第１項の規定により、次のとおり指定障害者支援施設を指定した。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県消防防災ヘリコプター「えひ
め２１」４２００時間点検及び耐空検査、
無線検査等業務 一式

愛媛県県民環境部
防災局消防防災安
全課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２２年８月９日

セントラルヘリコプタ
ーサービス株式会社
代表取締役 新井 努
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字林先１番
地１

３６，７５０，０００円 一般競争入札 平成２２年６月１８日

事業者番号

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者
指定障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日氏名又は名称 主たる事務所

の 所 在 地 代表者の氏名 名 称
所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８２０２０００５７ 社会福祉法人来島
会

今治市北宝来町２
－２－１２ 越 智 一 博 共同生活援助 フレンドシップホ

ームⅡ
今治市唐子台東一
丁目１１－１０

今治市枝堀町一丁
目６－１６ ルーメ
ンビル２

平成２２年
７月１日

事業者番号
指 定 障 害 者 支 援 施 設 の 設 置 者

施設障害福祉
サービスの種類

指 定 障 害 者 支 援 施 設
指 定
年 月 日

名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 設 置 の 場 所 入所定員

３８１０１０１６３８ 社会福祉法人宗友福
祉会

松山市中野町甲６４０
番地 丹生谷 宗 久 生活介護 みどり園マウントヒ

ルズエステート
松山市津吉町１６６番
地１ ４０ 平成２２年

７月１日

３８１０１０１６３８ 社会福祉法人宗友福
祉会

松山市中野町甲６４０
番地 丹生谷 宗 久 施設入所支援 みどり園マウントヒ

ルズエステート
松山市津吉町１６６番
地１ ４０ 平成２２年

７月１日

○ 土地改良事業の工事完了の届出（３件）………………………………６２８

公 告

○ 毒物劇物取扱者試験の合格者……………………………………………６２８

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２１９７号 平成２２年８月３１日

平成２２年８月３１日火曜日 第２１９７号
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�愛媛県告示第１００２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市窪野町甲１３７１の１、甲１３７２の１、甲１３７３、甲１３７６から

甲１３７９まで、甲１３８２から甲１３８７まで、甲１３８８の１、甲１３８８の２、

甲１３８９、乙５０８の８３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

窪野町甲１３７１の１・甲１３７２の１・甲１３７６・甲１３７８・甲１３７９・

甲１３８３・甲１３８４・乙５０８の８３（以上８筆について、次の図

に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町遊子谷２６２３、２６２４、２６２６から２６２８まで、２６３７、

２６４０から２６４２まで、２６６５、２６６６

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町遊子谷２６２３・２６２６・２６２７・２６４１・２６４２・２６６５・２６６６

（以上７筆について、次の図に示す部分に限る。）２６２８、

２６４０

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１００３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金砂町平野山字東長野乙６１１の１、乙６１１の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字東長野乙６１１の１・乙６１１の２（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

北宇和郡鬼北町大字下大野３５９２の１、３５９３の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大字下大野３５９２の１・３５９３の１（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁並びに四国中央市役所及び鬼北町役場に備え置いて縦

覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１００４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

東温市則之内字上永野甲２１１０

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字上永野甲２１１０（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

愛 媛 県 報平成２２年８月３１日 第２１９７号
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イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

大洲市蔵川字川口甲１５８９、甲１５９０、甲４３６３

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字川口甲１５８９・甲１５９０・甲４３６３（以上３筆について、次

の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１００５号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

南宇和郡愛南町小山１４１８から１４２０まで、１４２９から１４３２まで、

２０２４の１、２０２４の２、２１４６から２１５２まで、２１５４、２１５５の１、２１５５

の２、２１５６から２１５８まで

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市金砂町小川山字フトヲ乙９７７の３、乙９７７の５から

乙９７７の７まで、乙９７７の９、乙９７７の１１から乙９７７の１３まで、乙

９７７の１５、乙９７７の１８、乙９７７の１９、乙９７７の２１、乙９７７の２３、乙

９７７の２４、字フトウ乙９７７の２５

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁並

びに四国中央市役所及び愛南町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１００６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１００７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２２年８月３１日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２２年８月２３日

３ 指定道路の位置

四国中央市妻鳥町字大松７５５番１の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ８９．３５メートル

� 幅員 ５．００メートル

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 石鎚丹原線
西条市丹原町今井３７０番３から

同３６１番３まで
平成２２年８月３１日

��������������
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�愛媛県告示第１００８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、松山市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年８月３１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 苞木新池地区 平成２１年２月１７日

�������
�愛媛県告示第１００９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、松山市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年８月３１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 堀江新池地区 平成２１年５月１９日

�������
�愛媛県告示第１０１０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１１３条の２第１項の規定に

より、松山市から次のとおり土地改良事業の工事が完了した旨の届

出があった。

平成２２年８月３１日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 円福寺地区 平成２２年５月２８日

公 告

�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成２２年８月９日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者は、次

のとおりである。

平成２２年８月３１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一般

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

１００１５ １００１８ １００２０ １００２５

１００４２ １００６８ １００７３ １００８０

１００８２

農業用品目

受験番号 受験番号 受験番号 受験番号

２０００７ ２００１１ ２００１６ ２００２３

２００２４ ２００２５ ２００２９ ２００３１

２００３２ ２００４３ ２００４８ ２００４９

２００５０ ２００５３ ２００５５ ２００６３

２００６５ ２００６７ ２００６９ ２００７４

２００８０ ２００８３ ２００８５ ２００８９

２００９０ ２００９３ ２００９７ ２００９８

２０１０１ ２０１０４ ２０１０５ ２０１１１

２０１１７ ２０１１８ ２０１２３ ２０１２６

２０１２７ ２０１３３ ２０１４８ ２０１４９

２０１５４ ２０１５７ ２０１７１ ２０１８３

２０１８４ ２０１９３ ２０１９４ ２０２１１

２０２１９ ２０２２８ ２０２４１ ２０２５３

特定品目

受験番号

３０００４
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